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武蔵野市議会委員会条例の一部を改正する条例  

 

 武蔵野市議会委員会条例（昭和 31年９月武蔵野市条例第 13号）の一部を次

のように改正する。  

 次の表中、改正前の欄のみ下線が引かれた部分については、対応する説明

の欄に掲げる改正を行う。  

 

改正前   

別表（第２条関係）  

名称  定数  所管  

総務委員会  ７人  １  総合政策部、総務部、財務部、

防 災 安 全 部 、 会 計 課 、 農 業 委 員

会、監査委員、選挙管理委員会、

公平委員会及び固定資産評価審査

委員会に属すること。  

２及び３  （略）  

文教委員会から建設委員会まで  （略）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   付  則  

この条例は、平成 27年４月１日から施行する。  

 

（提案理由）  

 平成 27年４月１日から東京都市公平委員会を共同して設置することに伴い、

武蔵野市公平委員会が廃止されるため、所要の改正をするものである。  



 

 

 

 

 

 

 

改正後  説明  

別表（第２条関係）  

名称  定数  所管  

総務委員会  ７人  １  総合政策部、総務部、財務部、

防 災 安 全 部 、 会 計 課 、 農 業 委 員

会、監査委員、選挙管理委員会及

び固定資産評価審査委員会に属す

ること。  

２及び３  （略）  

文教委員会から建設委員会まで  （略）  
 

 

 

 

 

字句の削除  

 

 

 

 

 

   


